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◇訓     令◇ 

 

 訓令第４号 

庁中一般 

各  所 

 

 阪神水道企業団職員の勤務に係る電子決裁規程を次のように定める。 

   平成25年12月 27日  

                          阪神水道企業団 

                          企業長 山 中   敦  

 

   阪神水道企業団職員の勤務に係る電子決裁規程 

 (趣旨) 

第１条 この規程は、職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理機器によって処理す

る情報処理システム（以下「出退勤管理システム」という。）上の電子決裁に係る手

続に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 電子決裁 企業長又は阪神水道企業団決裁規程(平成６年訓令第１号。以下「決

裁規程」という。)第２条第２号に規定する専決若しくは同条第３号に規定する代

理決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定す

る際に、出退勤管理システム上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁す

ることをいう。 

 ⑵  電子命令 命令権者が、出退勤管理システム上の電磁的記録により命令するこ
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とをいう。 

 ⑶  電子申請 職員が、出退勤管理システム上の電磁的記録により申請をすること

をいう。 

 ⑷  電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。 

 （対象職員） 

第３条 この規程の対象職員は、阪神水道企業団職員定数条例（昭和24年条例第38号）

第１条に規定する職員とする。 

 (電子決裁の範囲) 

第４条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。 

 （電子命令及び電子申請の範囲） 

第５条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。 

 (電子決裁の履歴の管理) 

第６条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び

保存する。 

 ⑴ 決裁年月日 

 ⑵ 決裁者等の氏名 

 ⑶ 決裁に係る職員の氏名 

 ⑷ 決裁の結果 

 (管理責任者) 

第７条 電子決裁に係る電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部

総務課長をもって充てる。 

２  管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければなら

ない。 

 (補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。 

   附  則 

 この規程は、平成26年１月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

区分 範囲 

電子命令  阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程（昭和25年訓

令第99号。以下「勤務時間等規程」という。）に基づく次の命令 

 ⑴ 勤務を要しない日の振替 

 ⑵ 休日の振替 

電子申請 １ 勤務時間等規程に基づく次の申請 

 ⑴ 育児時間 

 ⑵ 代休日の指定 

 ⑶ 年次休暇 

 ⑷ 公務傷病等療養休暇 

 ⑸ 私傷病療養休暇 

 ⑹ 生理休暇 

 ⑺ 産前、産後休暇 

 ⑻ 結婚休暇 

 ⑼ 忌服休暇 

 ⑽ 年次祭祀休暇 

 ⑾ 特別休暇 

 ⑿ 介護休暇 
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２  阪神水道企業団出勤簿等取扱規程（昭和34年訓令第154号）に

基づく次の申請 

 ⑴ 欠勤 

 ⑵ 遅参、早退又は欠務 

３  職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和28年条例第69

号）第２条第２項に基づく申請 

                                       

 

訓令第５号 

                                  庁中一般 

                                  各   所  

 

   阪神水道企業団出勤簿等取扱規程の一部を改正する規程について 

  平成25年12月 27日  

                           阪神水道企業団 

                           企業長 山 中   敦   

 

   阪神水道企業団出勤簿等取扱規程の一部を改正する規程 

 阪神水道企業団出勤簿等取扱規程（昭和34年訓令第154号）の一部を次のように改正

する。 

 

改 正 後 改 正 前 

  

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 職員 事務職員、技術職員、臨時

職員及び常勤の嘱託をいう。 

 ⑵ 出退勤管理システム 職員の勤務

状況に係る管理を電子情報処理機器

によって処理する情報処理システム

をいう。 

 ⑶ 出勤簿等 出勤簿及び職員の出勤

その他の勤務の状況に係る情報で、

電子情報処理機器に係る媒体に記録

されているものをいう。 

 ⑷ 統括出勤簿等管理者 総務部総務

課長をいう。 

 ⑸ 出勤簿等管理者 次条の規定によ

り出勤簿等を管理する者をいう。 

 

 （休暇、欠勤等の方法） 

第６条 欠勤する者及び遅参、早退し又

は勤務中に欠務する者並びに諸休暇を

  

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 職員 事務職員、技術職員、臨時

職員及び常勤の嘱託をいう。 

 

 

 

 

 ⑵  出勤簿等 出勤簿及び職員の出勤

その他の勤務の状況に係る情報で、

電子計算機処理に係る媒体に記録さ

れているものをいう。 

 ⑶ 統括出勤簿等管理者 総務部総務

課長をいう。 

⑷ 出勤簿等管理者 次条の規定によ

り出勤簿等を管理する者をいう。 

 

 （休暇、欠勤等の方法） 

第６条 欠勤する者は、欠勤許可承認簿

（様式第１）により、遅参、早退し又
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願い出る者は、出退勤管理システムに

より、必要事項を入力し、それぞれ事

前に許可を受けなければならない。 

 

 

 

２  所属長は、やむを得ない事情がある

と認めるものに限り、前項の事由に関

し事後の届出を承認する。 

 

 

 （無許可欠勤欠務等の整理） 

第８条 所属長は、許可を受けないで勤

務しなかつた者、許可を受けないで遅

参、早退、欠務した者及び第９条第２

項に該当する者については、出退勤管

理システムにより、必要事項を入力す

る。 

 

 （出勤簿等の確認） 

第11条 各所属における庶務を担当する

室長、係長又は主査は、出退勤管理シ

ステムの端末機の画面上において別表

に定める区分に従い出勤簿等の記録表

示を確認する。 

 

様式第１ 削除 

様式第２ 削除 

様式第３ 削除 

は勤務中に欠務する者は、遅参早退欠

務許可承認簿（様式第２）により、諸

休暇を願い出る者は、休暇許可承認簿

（様式第３）によりそれぞれ事前に所

属長の許可を受けなければならない。 

 

２ 所属長は、やむを得ない事情がある

と認めるものに限り、前項の事由に関

し事後の届出を承認する。 

 

 （無許可欠勤欠務等の整理） 

第８条 所属長は、許可を受けないで勤

務しなかつた者、許可を受けないで遅

参、早退、欠務した者及び第９条第２

項に該当する者については、各承認簿

の理由欄にその旨を明記しおくものと

する。 

 

 （出勤簿等の整理） 

第11条 出勤簿等管理者は、職員の欠勤、

遅参、早退、欠務、休暇、専免、部分

休業及び出張を、その都度出勤簿等に

記録しなければならない。 

 

 

様式第１ 省略 

様式第２ 省略 

様式第３ 省略 

 

備考 
１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改
正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
４ 表の改正規定において、改正後部分及び改正後部分に係る罫線に対応する改正部

分及び改正部分に係る罫線がない場合には、当該改正後部分及び当該改正後部分に
係る罫線を加える。 

 

  

   附  則 

 この規程は、平成26年１月１日から施行する。 
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別表（第11条関係） 

事由 画面表示 

年次休暇 年休 

公務傷病等による療養休暇 公療 

私傷病による療養休暇 私療 

生理休暇 生休 

産前、産後休暇 産休 

結婚休暇 結休 

忌服休暇 忌休 

年次祭祀休暇 祭休 

特別休暇 特休 

 阪神水道企業団職員就業時間、休日

及び休暇規程（昭和25年訓令第99号。

以下「休暇等規程」という。）第15条

の２第１号 

感染予防 

休暇等規程第15条の２第２号 風水震火災（交通遮断） 

休暇等規程第15条の２第３号 風水震火災（住居滅失等） 

休暇等規程第15条の２第４号 交通機関事故等 

休暇等規程第15条の２第５号 出頭 

休暇等規程第15条の２第６号 選挙権行使 

休暇等規程第15条の２第７号 夏季休暇 

休暇等規程第15条の２第８号 出産補助休暇 

休暇等規程第15条の２第９号 男性育児休暇 

休暇等規程第15条の２第10号 看護休暇 

休暇等規程第15条の２第11号 短期介護 

休暇等規程第15条の２第12号 骨髄移植等 

休暇等規程第15条の２第13号 健康診査 

休暇等規程第15条の２第14号 ボランティア休暇 

休暇等規程第15条の２第15号 企業長が必要と認める 

介護休暇 介休 

組合休暇 組休 

職務に専念する義務の特例に関する条

例（昭和28年条例第69号）第２条第２

項に基づく申請 

リフレ 

振替休日 振休 

代休 代休 

欠勤 欠勤 

遅参 遅参 

早退 早退 
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◇公     告◇ 

 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４

条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。  
  平成26年１月20日 

                          阪神水道企業団 

                          企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 件  名    ガスクロマトグラフ質量分析計 一式 

 ⑵ 納入場所   水質試験所（尼崎市田能５丁目11番１号） 

 ⑶ 概  要    ガスクロマトグラフ質量分析計の購入（購入仕様書のとおり） 

 ⑷ 納入期限   契約締結日から平成26年３月31日㈪まで 

 ⑸ 支払方法   完納払い 

 ⑹ 前  金  払   なし 

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  免除 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  
   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  
 ⑵  個別資格要件事項  
  ア  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成25・26年度競争入札

参加資格（物品：理化学機器）を有していること。 

  イ 購入仕様書に記すガスクロマトグラフ質量分析計と同等物品の納入、据付け、

調整及び所定の性能確認を行った実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該

入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 仕様書に関する質問 

  仕様書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－ 2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成26年１月28日㈫ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送  信  先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 
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          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 26年１月31日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入

札公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  同種又は類似する物品の納入実績調書（様式第２号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成26年２月６日㈭まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時    平成26年２月７日㈮ 午前10時 30分から 

 ⑵ 場  所    神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

阪神水道企業団 本庁舎３階 第１会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出するこ

と。 
 
本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話 (078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                           

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４

条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。  
  平成26年１月20日 

                          阪神水道企業団 

                          企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工送第30号 

   工  事  名   浸水対策用ケーブル移設工事 

 ⑵ 工事場所   甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番53号) 

 ⑶  工事概要   甲東ポンプ場第２ポンプ室に設置している排水ポンプ盤及び 

         送配水真空ポンプ盤の電源ルートの変更を行う。 

  ア  配線（撤去）工 一式 

  イ  分電盤改造工  一式 

  ウ  組合せ試験工  一式 

 ⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成26年３月28日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前  金  払   なし 

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  免除 
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 ⑿  担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  
   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  
 ⑵  個別資格要件事項  
  ア  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成25・26年度競争入札

参加資格（登録工種：電気工事）を有していること。 

  イ  平成15年度以降において、国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発

注工事の元請として、仕様書に記す同等の設備機器用配線工事の施工実績を有

すること。  
４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該

入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに

掲載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合

は、ＦＡＸ（(078)431－ 2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成26年１月28日㈫ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送  信  先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 26年１月31日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入

札公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

  エ  建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成26年２月６日㈭まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時    平成26年２月７日㈮ 午前10時 45分から 

 ⑵ 場  所    神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎３階 第１会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出するこ

と。 
 
本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話 (078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

 


